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令和５年度第１回越谷市空家等対策協議会 議事 

日時 令和６年（２０２４年）１月２５日（木）１４：００～１６：３０  

場所 越谷市役所本庁舎８階 第１委員会室 

出席者 （委員等） 

佐々木 誠 会長     岡本 毅 副会長 

岩男 義明 委員     山田 裕子 委員   石川 禎 委員 

佐々木 実喜雄 委員  桐山 和広 委員   桑原 隆 委員 

小松 幸彦 委員     田中 崇 委員     三大寺 滋 委員 

島村 久孝 委員    

福田 晃 委員（代理：都市整備部長 林 実） 

 

（事務局） 

建築住宅課   岩本課長、髙森副課長、吉川主幹、箕輪田主査 

飯田主任 

欠席 （委員） 

大岡 華子 委員 

 

 

次   第 

 

 

令和５年度第 1 回越谷市空家等対策協議会 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．議事 

    議題 

    （１）空家等対策の推進に関する特別措置法等の改正について 

    （２）越谷市空家等対策対策計画の実施状況等について 

 

４．その他 

 

５．閉会 
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議題 （１）空家等対策の推進に関する特別措置法等の改正について 

事務局より議題について説明 

 

以下、質疑応答及び協議事項 

 

会長  それでは、皆様から質問をいただきたいと思います。 

内容が大きく２つに分かれていましたので、まず越谷市空家

等の適正管理に関する条例の改正からいきたいと思います。 

委員 条例の改正の関係で、軽微な措置の規定を新設したというこ

とで、解放されている門扉の閉鎖等が挙がっているのですけれ

ども、既に実施例はあるのでしょうか。 

事務局 後ほど議事２のほうで詳細をご紹介させていただきますが、合

計１３件の実施例がございます。 

会長 関連して、私からお聞きします。条例改正の背景について、全

国的な話が２ページに記載されていますが、越谷市の現状につ

いて、具体的な背景があれば教えていただきたいです。 

事務局 空家は大前提として所有者が管理すべきものであり、危険な

部分等がある場合は、条例等に基づく指導等を行います。しか

しながら、所有者等からの連絡がなかったり、遠方に住んでいた

り高齢であるという理由から、すぐには改善に至らない場合があ

ります。そういった場合については、周辺への悪影響が継続して

しまいますので、最低限の措置に関して市のほうでできるように

するため、軽微な措置の規定を設けました。 

会長 ありがとうございます。 

軽微な措置について、民法上問題になる可能性はあるのでし

ょうか。 

委員 遠隔地に住んでいて、自分で管理したいけれども管理できな

い、市から指導を受けても行動できないというときに、代わりに

実施するケースが多いと思われます。問題になるケースというの

はあまりないとは思いますが、先ほどの質問と関連して、所有者

から何か疑義があった事例はあるのでしょうか。 

事務局 これまで実施した中では、特に所有者の方から疑義があった

ことはございません。 

会長 ありがとうございました。 

軽微な措置については、越谷市が全国に先駆けて策定したの

でしょうか。あるいは、先進市の事例等を参考にしたのでしょう

か。背景をお聞きできたらと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 軽微な措置と緊急安全措置に関しては、既に他の自治体でそ
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れぞれ実例がございました。県内においても既に規定されてい

る自治体がありましたので、実施状況や所有者からの疑義があ

ったか等は調査した上で制定しました。 

会長 ありがとうございました。 

よろしければ、空家等対策の推進に関する特別措置法に関し

て、いかがでしょうか。 

委員 １２ページの接道規制の合理化について、空家の活用促進と

いう目的ではあるのですが、幅員４メートル以上の道路に２メー

トル以上接していないと、建て替え、改築は困難ということなの

ですけれども、合理化によって、４メートル未満のものでも建て

替え、改築ができてしまうことになると、老朽化した木造建築が

密集したエリアで火災が発生した場合、大火災につながってしま

うおそれはないでしょうか。建築審査会の同意なしで認定されて

しまうようですので、防災面等からしっかりと審査してもらえるの

か、不安を感じるのですが、どのようにお考えでしょうか。 

事務局 接道規制の合理化と防災関係との関係ですけれども、この接

道規制につきましては、４メートルの市道認定等があるところは、

道路法の道路等として、２メートル接しなければならないという

のが建築基準法第４３条に定められているところではございま

す。こちらの合理化につきましては、指定した区域において、特

定行政庁と協議を諮った上で、最終的には４メートルにする道と

いう意思決定ができており、近隣住民も同意いただける場合に

関しては合理化できるという規定になっているところでございま

す。 

ただし、認定では、審査会の同意なしで建築できてしまうこと

になりますので、慎重な判断が必要と考えております。そのた

め、新たに指定区域を設定する場合におきましては、特定行政

庁と協議を図るとともに、建築審査会との協議も必要になってく

ると考えております。また、近隣住民や、周囲の状況も重要です

ので、接道規制の合理化の前段として、空家等活用促進区域を

定めることにつきましては、空き家の分布状況や活用状況を勘

案した上で、区域を定めるべきかどうかも含めて検討する必要

があると考えております。 

会長 ありがとうございました。 

１２ページの下の赤の破線の枠を見ると、敷地特例適用要件

については活用指針に規定と書いていますが、越谷市で活用指

針を定めるということですか。 

事務局 省令等で参酌基準があるなか、活用指針に規定という形です
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ので、空家計画の中で規定を定めることとなります。先ほど説明

したとおり、区域で指定することから、例えば住宅以外の用途

で、不特定多数の者が使用するものに対しても合理化を図った

ことになるため、道路幅員が狭い中、不特定多数が集まるという

のは問題かと思いますので、一戸建ての住宅や、兼用住宅で、

人の出入りが少ないのが対象になりえるかと思います。 

そのうえで、４メートルの道としていきたい路線だけを区域指

定しなければいけないと考えております。 

会長 活用指針については、空家等対策計画の策定に併せて整理

するということかと思われますが、例えば計画の策定前に、合理

化された法に基づき相談があった場合はどのように対応するの

でしょうか。 

事務局 指針がない状況において、接道につきましては、現在、建築基

準法で対応できますので、１軒ごとに相談に乗っていきたいと考

えております。 

委員 空家等活用促進区域については調査・精査して、そういった

区域があれば指定するのだと思うのですけれども、例えばどうい

う区域であるか、イメージしたものがあれば具体的に教えてほし

いです。 

事務局 資料の９ページを御覧いただきます。空家等活用促進区域が

定められた背景として、中心市街地や地域再生拠点など、その

地域の拠点において、空家が集積していることで、本来の機能

が低下するおそれがある一方で、接道規制や用途規制がネック

となり、空家が活用できない場合があるというケースが挙げられ

ます。 

また、１１ページに指定できる区域を記載しています。こちらの

５つの区域の中で空家等活用促進区域を定めることができると

いうことになっています。 

現在、越谷市におきましては、この各項で規定する区域という

ものがございませんが、５つ目の区域については、その地域の実

態等に応じて別に定めることができるという規定になっておりま

す。 

越谷市に想定される区域があるかどうかにつきましては、後ほ

ど説明をいたしますが、来年度、空家の実態調査を予定しており

ます。その中で現在の空家の実態を把握した上で、必要性につ

いて整理をして、検討や協議を進めていきたいと思います。 

会長 １１ページの１から４は該当がない、中心市街地も法令化され

ていないということですが、旧日光街道沿いの古民家や蔵があ
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るところも、区域に入っていないということですよね。 

事務局 旧日光街道沿いに関しても、中心市街地には該当しておりま

せん。 

会長 法令に規定されていないけれども、５つ目の規定によれば、区

域になり得るという理解ですか。 

事務局 そのとおりです。市内の実態を来年度調査した上で、本当に

必要性があるのか、指定したほうが地域のためになるのかなど

を検討していくということで考えています。 

会長 現段階で、該当しそうな区域はありますか。 

事務局 現時点では把握していません。 

会長 ほかにいかがでしょうか。 

では、私から、１４ページの用途規制についてですが、赤の破

線の枠で囲んでいる２行目のとおり、市町村は特定行政庁と協

議する必要があるとのことですが、これは簡単にできることでは

ないと思うのですけれども、数年先の話になるのでしょうか。 

事務局 こちらにつきましても、数年先の話ではなく、どういった区域に

どのような用途のものを建築するかというところになるかと思い

ます。例えば第一種低層住居専用地域ですと、住宅系のものし

か建築できません。国が想定しているのが、そういった住居系地

域のところにシェアオフィスとかに用途変更できるようにすること

を考えているみたいです。あとは、第一種中高層住居専用地域

のところに、移住・定住を目的とした宿泊施設などに用途変更す

ることを想定していると聞いております。ただし、本市における駅

近の密集市街地におきましては、近隣商業地域ですので、用途

規制の合理化を行う必要がなく用途変更できてしまうので、用

途規制については、必要性については、検討しているところでは

ございます。 

会長 ありがとうございます。 

例えば昭和４０年代、５０年代にできた住宅団地が古くなって

駅から離れたエリアに空家が増えているということもあったりす

ると思います。越谷市も例外ではないと思うのですが、そういう

ところの空家活用に住宅以外の用途を入れられるというのはす

ごく重要な可能性だと思うのですけれども、それを実現するには

この手続を経ないといけないとなると、随分先のことになってし

まうのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

事務局 これらの用途につきましても、地元のためのものでしたら、例

えば第二種低層住居専用地域でしたら、１５０平米以内でしたら

店舗等ができますし、第一種中高層住居専用地域でしたら５００
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平米以内まで可能となっております。 

会長が言われたとおり、住宅地域のところに、用途上建築でき

ないものを建築する場合に、この区域を定めることで、自由な用

途で建築することができることが懸念となります。 

その地域で必要なものでしたら、用途規制の合理化ではなく、

建築基準法第４８条に規定する許可ということで、建築審査会の

同意を得た上で許可することはできますので、一軒ごとに、相談

対応を行っていければと考えております。 

会長 ありがとうございました。 

現在でも審査会ですぐできるということですし、逆に、それを

造ってしまうと負の側面もあり得るということですね。 

ほかにいかがでしょうか。 

委員 １８ページの空家等管理活用支援法人の指定という項目があ

りますけれども、現在、越谷市でこのような支援法人の指定につ

いて候補の団体はあるのでしょうか。 

事務局 支援法人につきましては、基本的にはＮＰＯ法人や、社団法人

から指定することができるもので、市内で活動している団体はあ

りますが、今のところ、問合せは受けておりませんので、どのぐら

い候補となる団体があるかに関しては、具体的には把握できて

おりません。 

会長 ありがとうございました。これは、法人が申請をしないと始まら

ないのですね。実績のある団体等が手を挙げれば可能性がある

ということでしょうか。 

事務局 そのとおりです。指定に当たりましては、市のほうで要件を定

めることになります。これも後ほど議事２でご説明させていただ

きます。 

会長 越谷市は宅地建物取引業協会と連携し、空家バンク等の活動

をしていますけれども、それとは違うものなのでしょうか。 

事務局 宅地建物取引業協会様とは協定を締結して空家対策を実施

しておりますので、この支援法人の指定に関してはまた別のもの

になります。 

会長 他団体が手を挙げたとき、すでに実施している事業と重複す

る場合もあるかと思いますが、そういった可能性も考慮しながら

検討するということになるのでしょうか。 

事務局 現在、越谷市としては、支援法人指定の方向性はありません。

理由としては、宅地建物取引業協会様やシルバー人材センター

様と協定を締結して空家対策に取り組んでいる中で、支援法人

に委託できる業務に関しては、滞りなく対応ができているという
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認識から、今のところ指定しないという考えでおります。 

会長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

私からですが、１９ページについて、特定空家に至るほどでは

ないものが、管理不全空家に該当するという理解でよろしいの

でしょうか。 

事務局 そのとおりです。特定空家になる前の段階のものが管理不全

空家になります。管理されずそのまま放置されると特定空家に至

る可能性があるものを、管理不全空家として認定できるようにな

っております。 

会長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

 （なし） 

会長 では、１つ目の議題を終わりたいと思います。 
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議題（２）越谷市空家等対策対策計画の実施状況等について 

事務局より議題について説明 

以下、質疑応答及び協議事項 

 

会長 それでは、議事２を通して協議を行う前に、越谷市空き家対策

総合実施計画については、本協議会で協議の上、改定する必要

があるということですので、まずはこちらについて協議をしたい

と思います。 

ただいまの資料１の５８ページから６１ページまでの内容に該

当しますが、ご意見などございますでしょうか。 

委員 実態把握調査を実施するということで、平成２９年に実施した

空家等の実態把握調査をバージョンアップしたものなのでしょう

か。同じような調査であれば、調査手法や調査の視点等につい

て、新たに加えるものがあるのかお聞きしたいと思います。 

事務局  空家等と思われるところに対して机上調査を行った上で、現地

調査を行う予定です。前回と同じような手法にはなるのですけ

れども、現地を見た上で空家かどうかを判断して、それを分布と

して地図上に落としたいと考えております。また、空家の所有者

に対して、アンケート意向調査を実施し、なぜ空家にしているか、

今後どうしていくつもりか等を調査していこうと考えています。た

だ、こちらにつきましては、あくまで予定とさせていただければと

思います。 

会長 ありがとうございます。 

対象はどのように絞り込むのでしょうか。 

事務局 固定資産税の課税台帳を活用します。建物の場所と納税義

務者の居住地が異なる場合は空家である可能性があります。ま

た、水道の使用量データを活用して、使用量が少なく空家の可

能性が高い物件を机上調査にて絞り込みます。その上で現地調

査を行いたいと考えております。 

前回の調査時よりも、所有者の調べ方などのノウハウの蓄積

が出来てきましたので、より無駄の少ない形でやっていければと

考えております。 

会長 ありがとうございました。 

他にご意見はよろしいですか。 

 （なし） 

会長 それでは、協議会としては越谷市空き家対策総合実施計画の

改定について、異議は無しということにさせていただきたいと思

います。 
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事務局 ありがとうございました。 

協議会の意見を踏まえて、越谷市空き家対策総合実施計画

の改定作業を進めてまいります。 

会長 それでは、事務局にて改定のほうお願いしたいと思います。 

続きまして、議題２の全体を通してということで、ご意見はござ

いますか。 

委員 空家はこれから増えていくとは思うのですが、減らす方法とし

て、空家を活用する、新たに買手がつくようなやり方も考えない

といけないと思います。 

実は、市外にある私の実家が空家となっており、その市の空家

バンクに登録したところ、売却ができました。越谷市の空家バン

クは、媒介等についても支援してもらえるものなのでしょうか。 

事務局 越谷市の空家バンクについては、媒介契約のものについては

登録可能です。専任媒介ですと、１対１で契約していますので、

新たに不動産業者が入ることができない場合については、登録

できないことになりますが、通常の媒介契約でしたら登録可能と

なっております。 

また、空家バンク等の活用事業を行うことは、大変重要と考え

ております。そのため、空家になる前からの有効活用について、

啓発等を行っております。越谷市としては、空家バンクの登録が

少ないため、今後さらに周知して、登録増加や、相談を受けたも

のについては極力バンクに登録いただけるように行っていけれ

ばと考えております。 

会長 ありがとうございました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

委員 ２９ページの財産清算人の制度の活用について、情報提供さ

せていただきます。令和５年１２月の空家法改正により、２４ペー

ジにあるとおり、利害関係人だけではなく、市町村長が申立て可

能になりました。実は、空家法だけではなく令和５年４月に民法

の改正があり、今までは不在者財産管理制度と相続財産管理

制度の２つだけだったのですけれども、所有者不明土地建物管

理制度と、管理不全土地建物管理制度が加わりました。今まで

は、財産管理人の申立てというのは、所有者が従来の住所にお

らず不在である場合や相続人が不存在の案件に対して行うこと

ができました。今回の法改正で、所有者やその所在が不明であ

るケースや、所有者がいるのにも関わらず管理不全になってい

る土地建物についても財産管理人の申立てをすることができる

こととなりました。対象にできるケースが増えたとしても、申立て
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に当たって予納金がかかるため、予算の問題はあると思います。

そこで予納金の補助が可能となれば、申立て件数を増やすこと

ができるかと思いましたので、情報提供ということでお話しさせ

ていただきました。 

会長 ありがとうございます。 

ほかにはいかがでしょうか。 

委員 ２７ページや３９ページにあります各種啓発のチラシについて、

意見を述べさせていただきます。 

私は地域の居場所や活動拠点として空家の活用が広がれば

よいと思っているのですが、そのように考えている市民団体等は

多い一方で、地域拠点に活用できると思い浮かぶ空家所有者の

方は少ないと感じています。こちらのチラシには、活用と文字で

は書いてあるのですが、もう少しイメージが湧くような形で、でき

れば子ども食堂や高齢者サロンに使ってみませんかというよう

な文字があると、イメージが広がって、とてもよいと考えておりま

す。 

また、３３ページで、福祉部や、子ども家庭部などの子ども食

堂、高齢者サロンと関わりが深い課所にもチラシを配架していた

だいているのはありがたいのですが、改修工事が自分たちの何

と結びつくか、なかなか分からないと思うのです。ですから、こう

いったチラシにも、サロンや地域の居場所、学習支援として使い

ませんかというようなイメージが想起できるような文言を入れて

いただけるとありがたいので、ご検討いただければと思います。 

事務局 大変重要だと思いますので、チラシについては、分かりやすい

表現、イメージしやすいような表現を入れたものを検討してまい

ります。 

会長 ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

委員 ３１ページの空家の除却改修補助金制度について、近隣市町

村に比べて、上限の補助金の額が３０万円というのはかなり少な

いのではないかと思います。現在、建物の除却、解体工事にお

いて、産業廃棄物の処分代金がかなり高騰してきまして、６０平

米、８０平米ぐらいの古い建物においても、一般的には１５０万か

ら２００万程度かかってしまうものですから、上限の額を１００万

円程度まで上げてもよいのではないかと思います。 

事務局 除却補助金を制定した経緯としましては、管理されていない

空家の所有者に対して、ひとつのきっかけになればという思いが

ありました。その中で、接道がない場合については、除却後の土
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地の使い道が限られることから上限額を増やし、５０万円とした

経緯がございます。 

除却補助金の対象は特定空家としておりますが、補助金額を

上げてしまうと、管理不全な空家にすれば補助金を得られると捉

えられ、モラルハザードにつながる可能性があるので、慎重に検

討していかなければならないと考えております。また、公平性の

観点からも、調査・研究が必要と考えますので、ご理解いただけ

ればと存じます。 

会長 補助金については、近隣自治体と比べて安いのでしょうか。 

委員 都内の自治体によっては、１００万円程度の補助があるようで

す。 

事務局 高額な自治体は１００万円ぐらいと聞いております。ただ県内

ですと、本市と同じくらいと聞いておりますので、慎重に考えて

いきたいと思っております。 

会長 ありがとうございます。 

他市の情報なども収集しながら、今後も検討いただけたらと

思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

委員 改修補助金については、まだ事例がないということで間違い

ないでしょうか。また、改修補助の要件が、地域活性化の用途に

１０年以上継続して活用するものとなっているのですけれども、こ

うした居場所事業をやりたいと思う市民団体というのは、継続的

な運営が非常に厳しい状況に置かれている団体が多いので、１

０年以上というところがやはりネックになっているという声を多数

聞きます。 

また、空家の活用をしている市民団体の方たちから、空家の

活用というのは修繕が必要になるので、空家を借りたとしても、

修繕費に困ってしまうという声をよく聞きます。 

最近では、コロナ禍を経て、家主の方からも福祉的活用につ

いて賛同をいただき、安価で貸してくださったりする場合もある

のですけれども、生活環境の変化などで、家賃を上げざるを得

ないということも実情としてはあるようです。この１０年以上継続

してという要件は、国の補助要件に含まれるという理由もあるの

でしょうけれども、変えられる可能性はあるのでしょうか。 

事務局 まず、改修補助金の実績ということですが、今のところはござ

いませんが、累計で４件ほど相談がありました。 

次に、１０年以上地域活性化に資する事業を対象としている点

ですが、市が補助を行う上では、やはり継続した事業である必
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要があると考えております。そのため、１０年以上、地域のために

資するものと定めております。また、国の補助要件にも１０年以上

の事業の継続が定められております。１、２年しか継続できない

ものに対して補助金を交付するのは、公平性の観点から課題が

あると考えております。ただ、事業を行っていくうえで、継続年数

がネックになっているという声も私どもにも届いておりますし、利

用者が利用しやすい補助制度にする必要もあると思っておりま

すので、先進市の事例等含めて調査研究を行ってまいりたいと

考えております。 

会長 ありがとうございます。 

改修補助金について、要件の中に新耐震基準であるものとあ

りますが、賃貸物件として流通する空家は旧耐震基準のものが

多いのではないでしょうか。安価で賃貸できれば、先ほど言われ

たような任意団体が借り手としてうまく適合するかと思うのです

けれども、そのときに、新耐震でないと補助対象とならないとな

ると、かなりハードルが上がってしまう気がします。とはいえ補助

金を交付する以上は、建築基準が古いものに補助するというの

は問題があるということであろうかと思うのですが、新耐震にす

るような改修も補助対象に含めてもよいのではないかと思いま

す。 

事務局 １０年以上継続して使用するというなかで、安全性の観点から

新耐震基準であるべきと考えております。そこで、今年度から新

たに補助対象工事に耐震工事を加えました。 

また、当課では耐震診断等の補助も行っているところですが、

耐震基準がネックになっていると判断した場合は、要件の変更に

ついても検討していかなければならないと考えておりますので、

実際の相談内容に応じて臨機応変に対応できるようにしてまい

りたいと考えております。 

会長 ありがとうございます。 

昭和５６年以前の建築でも、耐震改修をされていて基準を満

たしていれば対象になるという理解でしょうか。 

事務局 そのとおりです。 

会長 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

では、私から、４３ページの職員による講座の開催ということ

で、越ヶ谷婦人会と越谷市シルバーカレッジで講座を開催したと

のことですが、どれぐらいの参加者があったのでしょうか。 

事務局 越ヶ谷婦人会様においては、参加者の方は１３名でした。越谷
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市シルバーカレッジは、ほかの部署で主催しているものであり、

７３名の方に参加していただいていたと報告を受けております。 

会長 この講座は、初めての取組になるのですか。継続的にやって

いるものであれば、以前と比較してどのように変化したかという

理解も必要かと思うのですが、いかがでしょうか。 

事務局 シルバーカレッジにつきましては、当課とは別の主管課にて開

催しており、テーマは毎回変わるものとなります。昨年度は、初

めて住まいの終活についてお話をさせていただいたという経緯

になっております。 

今年度に関してはテーマが違ったため、実施はしなかったの

ですけれども、令和４年度の協議会ではタイミングの関係で報

告ができておりませんでしたので、今回の協議会でご説明させ

ていただきました。 

会長 ありがとうございました。 

では、続いてお聞きしたいのですが、４９ページの空き家コー

ディネーターの相談対応ですが、これは県の取組ということです

が、いつから行われているものなのでしょうか。令和５年度は宅

建協会が委託業者に選定されているということですが、経緯と

実績についてお聞きしたいと思います。 

事務局 空き家コーディネーターに関しては、令和４年度から埼玉県で

実施されているものになっております。令和４年度については、

ＮＰＯ法人が空き家コーディネーターに採択されました。令和５

年度につきましては、宅建協会様が事業者として採択されてお

り、空家の無料相談会等も実施されております。越谷市でも市

のホームページ等を使って周知し、ご協力させていただきまし

た。相談会に関しては、令和５年９月に１度実施され、こちらが非

常に好評であったため、令和５年１１月から令和６年３月まで、月

に１回開催することになったと聞いております。 

会長 ありがとうございます。 

越谷市は空家バンクや相談会等もあると思うのですが、空き

家コーディネーターとのすみ分けはしているのでしょうか。 

事務局 市のほうでも、空家バンクや、空家の相談会を開催しておりま

すが、それにプラスしてのコーディネーターによる相談対応とな

っております。こちらの内容としましては、相続であるとか、解体

であるとか、より幅広い相談対応をしていただいているものとな

っており、市のほうでも周知させていただきました。 

会長 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 
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続きまして、５１ページ、５２ページで、遊休不動産活用推進事

業について事例をご紹介いただきました。試験的なエリアで職

員が街歩きをして、遊休不動産を発掘したということですが、発

掘するだけだではなくて、発掘した後、それをどう活用していく

か、どのように対応していくのかということが重要だと思うので

す。その中で、活用するプレーヤーの発掘が重要かと思うのです

が、その辺りの今後の展望などをお聞きできたらと思いますが、

いかがでしょうか。 

事務局 街歩きの実施により、いくつかの空家を発掘するとともに、謄

本や、住民票を取得し、所有者の所在地等を調査しました。例え

ば〇〇地区ですと、空家が２３軒あったことが分かりましたが、

土地と家屋で所有者が違う物件が多数あることも分かりました。

このような背景を踏まえ、空家になってしまう要因や所有者の意

向を把握する必要があります。また、ご意見がありましたとおり、

プレーヤーの存在が重要だと考えております。所有者の意向と

課題を把握した上で、どういったプレーヤーが必要かを検討して

いかなければならないと思っております。ただ、利活用対策は、

難しいところもあるので、先進他市に話を聞きながら、調査・研

究を行っていければと考えております。 

会長 ありがとうございます。 

これに類する取組というのはいろいろな自治体でも行われて

おり、近隣ですと草加市のリノベーションまちづくりというものも

あります。行政が関わりつつ、民間業者とも連携しながら、活用

までコーディネートする事例が増えてきていますので、ぜひ参考

にして、より踏み込んだ活動を進められることを期待しておりま

す。 

ほかにいかがでしょうか。 

続きまして、５６ページの空家等管理活用支援法人について

ですが、審査基準を昨年の１２月１３日に制定したということです

が、これと本市の方針というものがありますが、基準はできたけ

れども、方針が定められていないという理解でよろしいのでしょ

うか。 

事務局 空家等管理活用支援法人は、空家法第２３条において定める

ことができる形になっております。市の方向性が決まっていない

中で、期間や委託内容を指定することは大変困難だと考えてお

りますので、あくまで現在の指定に関する審査基準としては、方

針が定められるまでは指定を行わないという形で、定めさせて

いただいたというものでございます。 
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会長 審査基準と方針というのは違うものなのでしょうか。 

事務局 審査基準と方針は別物となります。審査、指定することができ

るという規定が定まったにも関わらず、審査基準を定めないとい

うことは、行政手続法上、違法になってしまうため、方針が決まる

までは指定を行わないということを定めたという内容になりま

す。空家法改正の施行日に審査基準として市が定めておりま

す。 

会長 分かりました。 

ほかにいかがでしょうか。 

委員 この支援法人に関してなのですけれども、今後方針ができて

から、具体的に考えていかれると思うのですが、私はやはり支援

法人をしっかりとしたところに位置づけていただいて、コーディネ

ーター役を担っていただきたいと思うのです。現状では、空家を

提供してもよいという所有者と、活用したいという個人や団体、

双方の掘り起こしがまだできていない状態だと思います。地域の

実情に詳しい団体、ＮＰＯ団体、活用したい市民団体と、地域に

実際に空家を持っている方の双方が顔を合わせ、ニーズをうま

くマッチングしていくというところが、今足りないところだと思い

ますので、そうした視点も入れた方針をつくっていただいて、支

援法人になっていただく団体が出てくるようにしていただきたい

と思います。もちろん専門的なことは、現状でも宅建協会等にご

対応いただいていると思うのですが、活用という点で申し上げさ

せていただきました。 

会長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

委員 管理不全空家の判断基準について、５７ページに記載があり

ますが、空家法で管理不全空家というものが規定されたわけで

すけれども、今までの越谷市の条例の中で、今日ご案内いただ

いたような軽微な措置や緊急安全措置の対象については管理

不全な状態である空家等と規定されています。この改正法で想

定する管理不全空家と、越谷市の条例で対象としている管理不

全な状態である空家等というのは、同じと考えてよろしいのでし

ょうか。 

事務局 空家という大きなくくりの中で、管理不全な状態である空家が

あり、このまま放置した場合、特定空家になるものが管理不全空

家で、倒壊等のおそれがあるような悪影響を及ぼすものが特定

空家になるという状況になっております。 

委員 条例の対象のほうが広いというイメージですか。 



16 
 

事務局 そのとおりです。 

会長 ほかにいかがでしょうか。特によろしいですか。 

ありがとうございました。 

それでは総括として私から、前半で報告がありましたように、

国の法改正もありまして、かなり積極的に取り組んでいる中で、

それに合わせて市のほうも条例の改正なども着実に進めている

ということと、後半の市の取組について、昨年度以降の進捗など

をお聞きしながら、経験値も上がってきて、よりレベルの高い対

策あるいは対応ができつつあると感じております。 

その中で、いろいろな立場の方のご意見などもお聞きしなが

ら、現場や当事者と接する中で得られる情報や感覚というもの

はすごく重要だと思っております。市の担当も経験値は上がって

きていると思います。実態把握調査を改めて実施するというお

話もありますし、現場を見ながらどう進めていくかというところが

重要だと思います。相続対策に積極的でない人たちがいて空家

になってしまうという場合もあります。建物オーナーも、どうして

いいか分からないと困っていらっしゃる方もいます。一方で、不

動産や建築の専門家、まちづくりの専門家等をもっと活用すれ

ばうまくいくのにという意見もあります。その辺りをうまく結びつ

けていくのは、行政として非常に重要な役割だと思いますので、

ぜひ今回の意見も含めて、積極的に現場に出ていって、対策、

業務の効率化等を意識しながら今後の空家対策を実施してい

ただけたらというふうに思っております。 

最後になりましたが、お忙しいところ、本日の協議会にご出席

いただきまして、ありがとうございました。 

また、豊富なご経験、専門知識、さらにそれぞれのお立場から

のご意見、意見交換などをいただきました。 

以上をもちまして、本日の議事を終了いたします。皆様、ご協

力ありがとうございました。 

 


